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令和８年３月定例教育委員会　議事録

 
日　　時 令和８年３月２４日（火）　午後１時３０分　～　３時３６分まで

 
開催場所 文化センター　２階　研修室

 

出 席 者

（教育委員） 

教　育　長　山口　和良　　　教育長職務代理者　萩原　奈津季 

委　　  員　石田　利久　　　委　　  　    員　八髙　泉 

委　　  員　河合　乘信（遅れて参加） 

（事務局） 

事務局長　　　米沢　弘幸　　教育総務室長　田子　彰吾 

学校教育室長　井堀　尊義　　生涯学習室長　廣橋　美和 

教育総務室　　岸　　美和子（書記）

 
傍 聴 人 　無し

 

議　題

議案第　５号　令和７年度教育に関する事務の管理、執行状況の点検及び評価の結

果について 

議案第　６号　令和８年度吉岡町教育行政方針について 

議案第　７号　吉岡町立学校の教育職員の業務量管理・健康確保措置実施計画につ

いて 

議案第　８号　吉岡町学校給食センター設置及び管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

議案第　９号　吉岡町学校運営協議会規則の一部を改正する規則 

議案第１０号　吉岡町児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正する訓令 

議案第１１号　吉岡町部活動地域移行検討委員会設置要綱等の一部を改正する訓

令 

議案第１２号　吉岡町婦人会事業費補助金交付要綱の一部を改正する訓令 

議案第１３号　吉岡町スポーツ推進委員会事業費補助金交付要綱の一部を改正す

る訓令 

議案第１４号　吉岡町スポーツ協会事業費補助金交付要綱の一部を改正する訓令 

議案第１５号　吉岡町青少年健全育成会事業費補助金交付要綱の一部を改正する

訓令 

議案第１６号　吉岡町青少年育成推進員連絡協議会事業費補助金交付要綱の一部

を改正する訓令 

議案第１７号　吉岡町子ども会育成連絡協議会事業費補助金交付要綱の一部を改

正する訓令 

議案第１８号　吉岡町郷土伝承芸能団体補助金交付要綱の一部を改正する訓令 

議案第１９号　吉岡町文化協会事業費補助金交付要綱の一部を改正する訓令 
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 議案第２０号　吉岡町文化財保存等事業費補助金交付要綱の一部を改正する訓令 

議案第２１号　吉岡町社会教育委員の委嘱について 

議案第２２号　吉岡町地域学校協働活動推進員の委嘱について 

議案第２３号　吉岡町部活動地域展開検討委員会委員の委嘱について 

報告第  ２号　令和７年度末　吉岡町立学校人事異動について 

報告第  ３号　教育委員会事務局職員の人事異動について

  

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

【１．開会】 

これより令和８年３月定例教育委員会を開会する。 

○２月定例会の議事録について 

　　　→　異議なく、原案のとおり承認 

 

【２．議事録署名委員指名】 

石田委員と八髙委員を指名 

 

【３．教育長報告】  

　Ⅰ　ＨｉＢＡＬＩプラン 5.0 から 6.0 へバージョンアップ 

　①授業改善「子どもにとって学びやすい授業デザインの工夫」 

　②文科省「生成ＡＩパイロット校」への申請 

　③昨年度の実績を踏まえ、生成ＡＩを校務での活用、小中学校の授業での効果

的な活用の検証を進める。 

　④「挑戦を厭わず失敗を恐れない」学校でも教委でも「全ての人の心理的安全

性を確保」を意識する。 

 

Ⅱ　経過報告 

　各種式典、会議に参加。 

　 

　Ⅲ　今後の予定（主なもの） 

　　　　3/30　県立高校の在り方に関する検討会（渋川・北群馬・吾妻地区） 

　　　　3/31　退職辞令交付式 

　　　　4/ 1　辞令交付式 

　　　　4/ 7　小中学校入学式 

 

（質疑なし） 

 

ここで議事に入る前に、議事の公開の是非について諮る。 

教育長提出議案のうち、報告第２号及び第３号については人事に関すること、協

議（２）教育委員会の諸課題については内容が児童生徒の個人情報に関わる内容も

含まれることから議事を非公開とすることが適当であると思われる。報告第２号・
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教育長 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

教育長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

石田委員 

 

 

 

事務局長 

 

教育長 

第３号及び協議（２）について、議事を非公開とすることについて 

　　 

　　　→　異議なし 

 

報告第２号・第３号及び協議（２）については、議事を非公開とし、日程第６事

務局報告の後に行う。 

 

【４．議事】 

○議案第５号　令和７年度教育に関する事務の管理、執行状況の点検及び評価の結果

について 

〈議題大要〉 

　　教育委員会の権限に属する事務の点検・評価を行い、その結果に関する報告書を

議会に提出し、公表するもの。２月に説明した点検事項を評価委員に評価いただい

た内容を付したものである。 

 

〈質疑〉 

　　公表の手段等が決まっていたら教えていただきたい。 

 

　　例年ホームページに掲載し、公表している。また町議会へ成果品として提出して

いる。 

 

→　異議なく、原案のとおり決定 

 

○議案第　６号　令和８年度吉岡町教育行政方針について 

〈議題大要〉 

　　吉岡町教育大綱と第３次吉岡町教育振興基本計画（令和４～８年度）の５か年に

沿ったかたちで、単年度ごとに方針を定めて進めていく。令和８年度が最終年とな

る。基本的な内容は令和７年度と同様に全７４事業である。目標内容基準値・目標

値を設定した（一部目標値等の設定に馴染まないものもある）。 

 

〈質疑〉 

　　福祉教育・環境教育の推進のところで、令和７年度は障害平等研修（ＤＥＴ）の

記載があったが、令和８年度の教育行政方針に記載がない。実施しないということ

でよろしいか。 

 

　　令和８年度は予算の都合もあり、「認知症サポーター講座」を行う計画である。 

 

　　前回令和８年度実施しない予定と伝えていたＣＡＰ研修に関しては、ＣＡＰ団体
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石田委員 

 

 

 

 

 

 

学校教育室長 

 

 

 

 

 

萩原職務代理 

 

学校教育室長 

 

 

 

 

萩原職務代理 

 

河合委員 

 

 

 

学校教育室長 

 

 

 

 

河合委員 

 

 

 

の寄付金を基に実施していただけることとなり、逆に教育行政方針に入れられたと

いうものもある。 

 

　　それは良かった。承知した。 

 

→　異議なく、原案のとおり決定 

 

○議案第　７号　吉岡町立学校の教育職員の業務量管理・健康確保措置実施計画につ

いて 

〈議題大要〉 

　　２月定例会で示したものに意見を頂き、一部修正を加えたもの。令和７年６月に

改正された特別措置法に基づき教育委員会で策定することが義務付けられている。

単に業務量を管理するだけでなく、健康維持、働きがいや働きやすさを目指す内容

となっている。 

 

〈質疑〉 

　　大体年に１・２回、面談や聞き取り等を行う予定なのか。 

 

　　ストレスチェックは年２回継続実施している。また働きがいアンケートは今年度

１度行っていて、令和８年度も継続し変化を見ていきたいと考えている。 

　　あと、管理職と教職員で人事面談を行っているので、管理職の役割が大きいかと

考えている。 

 

　　承知した。 

 

　　ストレスチェックについてお聞きしたい。実際に結果として、大半の先生のスト

レス度合いはどの程度で、ＨｉＢＡＬＩプランを経てどれくらい減っていったらい

いというイメージはあるのか。 

 

　　ストレスチェックの結果は管理職でも見ることができず、本人のもとに届くも

の。産業医との面談が必要となる場合は、町教委が中心となって面談日程等の調整

を行う。今年度も１名該当者がいた。内容が公開されないので、どの程度か把握し

ていなく、回答できないところである。 

 

　　承知した。 

 

→　異議なく、原案のとおり決定 
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教育総務室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習室長 

 

 

 

 

 

○議案第　８号　吉岡町学校給食センター設置及び管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

〈議題大要〉 

　　国が実施する学校給食の抜本的負担軽減実施に伴い、児童生徒と教職員の給食費

の整合性を確保するため改正を行うもの。 

 

（質疑なし） 

 

→　異議なく、原案のとおり決定 

 

○議案第　９号　吉岡町学校運営協議会規則の一部を改正する規則 

〈議題大要〉 

　　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５第４項の改正により、公

立学校の校長が学校運営協議会の承認を得ることとなっている学校運営に関する

「基本的な方針」に業務量管理・健康保持措置の実施に関する事項が追加されたた

め改正を行うもの。 

 

（質疑なし） 

 

→　異議なく、原案のとおり決定 

 

○議案第１０号　吉岡町児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正する訓令 

〈議題大要〉 

　　保護者の定義を実態に即したものとするため改正を行うもの。 

 

（質疑なし） 

 

→　異議なく、原案のとおり決定 

 

○議案第１１号　吉岡町部活動地域移行検討委員会設置要綱等の一部を改正する訓

令 

〈議題大要〉 

　　吉岡町部活動地域移行検討委員会設置要綱、吉岡町部活動地域移行に係る交付金

交付要綱、吉岡町立学校教育職員の地域クラブ活動に係る兼職兼業の許可の取扱い

に関する要綱の３つを合わせて改正するもの。学校から地域への単なる移行に留ま

らず、名称を改め地域全体で子どもたちを育む体制の構築を目指すもの。 

 

（質疑なし） 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

生涯学習室長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習室長 

 

 

 

 

 

 

→　異議なく、原案のとおり決定 

 

　　議案第１２号、第１３号は改正内容が同様のため、説明と質疑を一括して議題と

し、採決は分けて行う。 

 

○議案第１２号　吉岡町婦人会事業費補助金交付要綱の一部を改正する訓令 

○議案第１３号　吉岡町スポーツ推進委員会事業費補助金交付要綱の一部を改正す

る訓令 

〈議題大要〉 

　　補助金額を変更し、令和８年度以降も事業継続したいため失効期限を改めるも

の。 

 

（質疑なし） 

 

議案第１２号　→　異議なく、原案のとおり決定 

議案第１３号　→　異議なく、原案のとおり決定 

 

　　続いて、議案第１４号、第１５号、第１６号、第１７号、第１８号、第１９号、

第２０号についても説明と質疑を一括して議題とし、採決を行う。 

 

○議案第１４号　吉岡町スポーツ協会事業費補助金交付要綱の一部を改正する訓令 

○議案第１５号　吉岡町青少年健全育成会事業費補助金交付要綱の一部を改正する

訓令 

○議案第１６号　吉岡町青少年育成推進員連絡協議会事業費補助金交付要綱の一部

を改正する訓令 

○議案第１７号　吉岡町子ども会育成連絡協議会事業費補助金交付要綱の一部を改

正する訓令 

○議案第１８号　吉岡町郷土伝承芸能団体補助金交付要綱の一部を改正する訓令 

○議案第１９号　吉岡町文化協会事業費補助金交付要綱の一部を改正する訓令 

○議案第２０号　吉岡町文化財保存等事業費補助金交付要綱の一部を改正する訓令 

〈議題大要〉 

　　令和８年度以降も事業継続をしたいため、失効期限を改めるもの。 

 

（質疑なし） 

 

議案第１４号　→　異議なく、原案のとおり決定 

議案第１５号　→　異議なく、原案のとおり決定 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

生涯学習室長 

 

 

 

八髙委員 

 

 

 

教育長 

 

生涯学習室長 

 

 

教育長 

 

八髙委員 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

　　議案第１６号　→　異議なく、原案のとおり決定 

　　議案第１７号　→　異議なく、原案のとおり決定 

議案第１８号　→　異議なく、原案のとおり決定 

　　議案第１９号　→　異議なく、原案のとおり決定 

議案第２０号　→　異議なく、原案のとおり決定 

 

　　議案第２１号、第２２号、第２３号についても説明と質疑を一括して議題とし、

採決を行う。 

 

○議案第２１号　吉岡町社会教育委員の委嘱について 

○議案第２２号　吉岡町地域学校協働活動推進員の委嘱について 

○議案第２３号　吉岡町部活動地域展開検討委員会委員の委嘱について 

〈議題大要〉 

　　任期満了に伴い、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの委員委嘱を行

うもの。 

 

〈質疑・意見〉 

　　委嘱されるメンバーの男女比率を考えると、特に議案第２３号の部活動地域展開

検討委員会にはほどんと女性がいない。少し偏りが無いように考えていただけると

ありがたい。 

 

　　この各団体の代表というのは、その団体自体で決まっている人達であるか。 

 

　　主にスポーツ少年団やスポーツ協会等の団体の代表者にお願いしている状況で

ある。 

 

　　そういった関係もあるということで、よろしいか。 

 

　　承知した。 

 

　　　議案第２１号　→　異議なく、原案のとおり決定 

　　　議案第２２号　→　異議なく、原案のとおり決定 

議案第２３号　→　異議なく、原案のとおり決定 

 

 

【５．協議】 

（１）入学式の告辞 

　　　卒業式と同様に告辞は紙面配付。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務室長 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務室長 

 

 

 

 

 

 

学校教育室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　→ 意見・質疑なし、原案を承認。 

 

【６．事務局報告】 

（１）第１回吉岡町町議会定例会の議決報告について 

＜大要＞ 

　　・令和７年度一般会計補正予算可決 

　　・令和８年度一般会計予算可決 

　　・令和８年度学校給食事業特別会計予算可決 

 

（質疑なし） 

 

（２）学校給食センター整備事業の進捗状況について 

＜大要＞ 

　　3/16　町議会の全員協議会にて報告を行った。 

・ＰＦＩ事業に係る実施方針の策定の見通し等の公表について 

　　　・ＰＦＩ方式に関する比較表（資料） 

 

（質疑なし） 

 

（３）学校関係の工事について 

＜大要＞ 

　　２月に報告した吉岡中学校の外トイレの洋式化、明治小学校の南側道路沿いの桜

の木の伐採、２件とも無事に工事完了した。 

 

（質疑なし） 

　　 

（４）令和７年度要保護・準要保護児童生徒の追加認定件数について 

＜大要＞ 

　　・２月の追加認定なし 

　　・３月の取消し者　１世帯３名（生保開始のため） 

　　・兄弟欄に記入漏れ　１名 

総認定数１１９名 

 

　　・令和８年度新入学児童生徒学用品費の事前支給 

　　　　申請者３３世帯、認定者３１世帯（非認定２世帯は所得要件による） 

 

（質疑なし） 

 



9

  

 

 

 

 

 

教育長

【非公開】 

○報告第  ２号　令和７年度末　吉岡町立学校人事異動について 

○報告第  ３号　教育委員会事務局職員の人事異動について 

○協議（２）　　教育委員会の諸課題について 

 

【７．閉会】 

　　以上もって、令和８年３月定例教育委員会を閉会する。 

 

（閉会　午後３時３６分） 


